
第 　　　 回　珠算能力検定試験　受験申込書第 　　　 回　珠算能力検定試験　受験申込書

受験票裏面に記載されている「受験者への連絡・注意事項」を承諾し、受験申込みいたします。 

級 
級 

受験番号 
番 

ふりがな 

氏  名 

本人署名を

（任　意）

兼ねる 

 性 別 

 

 

男 ・ 女 

生年月日 西暦   年   月   日 （ 歳）

住  所 
〒   － 

電話番号 （　　　　　）    － 

  学 校 名 

塾  名 

※太枠内を原則として受験者自筆にてボールペンでご記入ください。（フリクションペン・修正テープは使用禁止）

※訂正は二重線を引いて書き直してください。（訂正が多い場合は新しい用紙に書き直しをお願いします）

本申込書にご記入いただいた個人情報につきましては、検定試験施行における本人確認、受験者・合格者台帳の作成、合格証書・合格

証明書の発行および検定試験に関する連絡・各種情報提供の目的にのみ使用いたします。

なお、新聞等に合格者氏名、塾名等を掲載する場合もあります。掲載を希望されない方は豊田商工会議所までお申し出ください。

第　　　　回　珠算能力検定試験　受験票第　　　　回　珠算能力検定試験　受験票

級 
 

級 
受験番号        

 

番 

氏  名 
 

塾  名  

※太枠内を原則として受験者自筆にてボールペンでご記入ください。

試験当日、中学生以上の方は氏名、生年月日、顔写真いずれも確認できる身分証明書を持参してください。

試  験 日 第２３７回 ２０２６年 ６月２８日（日）

第２３８回 ２０２６年１０月２５日（日）

第２３９回 ２０２７年 ２月１４日（日）

試験開始時間 １級 午前 ９時００分 

２級 午前１０時００分 

３級 午前１１時００分 

試  験 会 場 豊田商工会議所会館２階 多目的ホール・会議室 

主催：日本商工会議所・豊田商工会議所 
【お問合わせ】豊田商工会議所 検定担当 豊田市小坂本町 1-25豊田商工会議所会館 

TEL0565-32-4569（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） TEL0565-32-4567（代表） 

塾への申込期限 

月  日（ ） 

受験料(税込) 

１級 2,800 円 
２級 2,000 円 
３級 1,800 円 

 切り取らずに提出 



【
受
験
者
へ
の
連
絡
・
注
意
事
項
】

受
験

料
の

返
還

　
一
度
申
し
込
ま
れ
た
受
験
料
の
返
還
お
よ
び
試
験
日
の
延
期
・
変
更
、
受
験
地
の
変
更
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

入
場

許
可

　
試
験
会
場
に
は
所
定
の
申
込
手
続
き
を
完
了
し
た
受
験
者
本
人
の
み
入
場
を
許
可
し
ま
す
。

遅
刻
　
試
験
会
場
へ
の
来
場
は
時
間
厳
守
と
し
て
く
だ
さ
い
。

本
人

確
認

　
受
験
に
際
し
て
は
、
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
く
だ
さ
い
。

試
験

中
の

禁
止

事
項

次
に
該
当
す
る
受
験
者
は
失
格
と
し
、
試
験
途
中
で
受
験
を
お
断
り
す
る
と
と
も
に
、
今
後
も
受
験
を
お
断
り
す
る
な
ど
の
対
応
を
取
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

・
試
験
委
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
者

・
試
験
中
に
、
助
言
を
与
え
た
り
、
受
け
た
り
す
る
者

・
試
験
問
題
等
を
複
写
す
る
者

・
問
題
用
紙・
答
案
用
紙・
計
算
用
紙
を
持
ち
出
す
者

　
※
簿
記
検
定
試
験
１
級
に
つ
い
て
は
、
問
題
用
紙・
計
算
用
紙
の
持
ち
帰
り
を
認
め
、
失
格
と
し
な
い
。

・
受
験
機
器
を
使
用
し
、
試
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
以
外
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
を
利
用
す
る
者

・
本
人
の
代
わ
り
に
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
ま
た
は
受
け
た
者

・
他
の
受
験
者
に
対
す
る
迷
惑
行
為
を
行
う
者

・
暴
力
行
為
や
器
物
破
損
な
ど
試
験
に
対
す
る
妨
害
行
為
に
お
よ
ぶ
者

・
そ
の
他
の
不
正
行
為
を
行
う
者

※
な
お
、厳
正
公
正
な
施
行
の
た
め
、試
験
中
に
試
験
委
員
が
お
声
が
け
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　（
受
験
者
の
本
人
確
認
を
含
み
ま
す
）

飲
食

、
喫

煙
　
試
験
中
の
飲
食
、
喫
煙
は
で
き
ま
せ
ん
。

情
報

端
末

の
使

用
禁

止
　
試
験
中
は
、
携
帯
電
話
や
腕
時
計
型
情
報
端
末
等
、
外
部
と
の
通
信
が
可
能
な
機
器
の
使
用
を
一
切
禁
止
し
ま
す
。

受
験

機
器

等
の

ト
ラ

ブ
ル

、
体

調
不

良
の

場
合

試
験
中
に
、
受
験
機
器
等
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
や
、
気
分
が
悪
く
な
っ
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
る
な
ど
し
て
試
験
委
員
に
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

試
験

後
の

禁
止

事
項

試
験
問
題
を
含
め
、
試
験
に
関
し
て
知
り
え
た
情
報
全
般
の
複
製
、
外
部
へ
の
開
示
、
漏
洩
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ

ス
（
SN
S）
を
は
じ
め
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
へ
の
掲
載
を
含
む
）
を
一
切
禁
じ
ま
す
。
試
験
後
に
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
発
覚
し
た
場

合
、
当
該
受
験
者
は
失
格
ま
た
は
合
格
を
取
消
、
今
後
の
受
験
を
お
断
り
す
る
な
ど
の
対
応
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

試
験

施
行

後
に

不
正

が
発

覚
し

た
場

合
の

措
置

試
験
の
施
行
後
、
不
正
が
発
覚
し
た
場
合
、
当
該
受
験
者
は
失
格
ま
た
は
合
格
を
取
り
消
し
、
今
後
の
受
験
を
お
断
り
す
る
な
ど
の
対
応
を
取

ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

試
験

内
容

、
採

点
に

関
す

る
質

問
　
試
験
問
題
の
内
容
お
よ
び
採
点
内
容
、
採
点
基
準
・
方
法
に
つ
い
て
の
ご
質
問
に
は
、
一
切
回
答
で
き
ま
せ
ん
。

答
案

の
公

開
、

返
却

　
受
験
者
本
人
か
ら
の
求
め
で
も
、
答
案
の
公
開
、
返
却
に
は
一
切
応
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

合
格

証
書

の
再

発
行

　
合
格
証
書
の
再
発
行
は
で
き
ま
せ
ん
。

試
験

が
施

行
さ

れ
な

か
っ

た
場

合
の

措
置

台
風
、
地
震
、
洪
水
、
津
波
等
の
自
然
災
害
ま
た
は
火
災
、
停
電
、
シ
ス
テ
ム
上
の
障
害
、
そ
の
他
不
可
抗
力
に
よ
る
事
故
等
の
発
生
に
よ
り
、

や
む
を
え
ず
試
験
が
中
止
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
受
験
者
に
受
験
料
の
返
還
等
対
応
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、
中
止
に
と
も
な
う
受
験
者
の
不
便
、

費
用
、
そ
の
他
の
個
人
的
損
害
に
つ
い
て
は
何
ら
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

答
案

の
採

点
が

で
き

な
か

っ
た

場
合

の
措

置
台
風
、
地
震
、
洪
水
、
津
波
等
の
自
然
災
害
ま
た
は
火
災
、
盗
難
、
シ
ス
テ
ム
上
の
障
害
等
に
よ
り
、
答
案
が
喪
失
、
焼
失
、
紛
失
し
採
点
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
当
該
受
験
者
に
受
験
料
の
返
還
等
対
応
い
た
し
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
と
も
な
う
受
験
者
の
不
便
、
費
用
、
そ
の
他

の
個
人
的
損
害
に
つ
い
て
は
何
ら
責
任
を
負
い
ま
せ
ん
。

試
験

会
場

で
の

対
応

試
験
当
日
、
ご
自
身
の
体
調
な
ら
び
に
保
健
所
お
よ
び
医
療
機
関
か
ら
の
指
示
が
あ
る
場
合
は
そ
の
内
容
も
十
分
考
慮
し
受
験
す
る
か
否
か
を

ご
検
討
く
だ
さ
い
。

試
験
会
場
で
調
子
が
悪
く
な
っ
た
場
合
は
、
必
ず
試
験
委
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

発
熱
や
咳
等
の
症
状
が
見
受
け
ら
れ
る
等
体
調
不
良
の
状
況
に
あ
る
と
試
験
委
員
が
判
断
し
た
場
合
、
試
験
途
中
で
あ
っ
て
も
受
験
を
お
断
り

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

著
作

権
に

つ
い

て
 

試
験
問
題
等
の
著
作
権
は
、
日
本
商
工
会
議
所
に
帰
属
し
ま
す
。

以
上


